
第７編　上・下水道の普及及び促進





1　広　報　活　動
　(1) 水道週間

　　①　期　間　　　　6月1日～6月7日
　　②　主な行事　　　ポスター掲示，広報マグネットシートの公用車への掲示

　(2) 旭川市下水道月間

　　①　期　間　　　9月1日～9月30日
　　②　主な行事　　　ポスター掲示，広報マグネットシートの公用車への掲示

　(3) ホームページ

　　①　開設日　　　　平成14年3月15日

 （4）ソーシャルメディア

　(5) 出前授業

　　①　開始年度　　　　平成15年度
　　②　実施状況　　　　

年度
区分

団体数 20 2 0 9 14 

人数 943 41 0 180 539 

※令和2年度から実施している小学校への出前授業データ提供の数は含んでいない。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，令和3年度は実施見合せ

　(6) 施設見学

　　①　見学者数　　　　
年度

区分

石狩川浄水場 1,495 0 0 0 466 

忠別川浄水場 730 0 0 0 606 

下水処理センター 773 0 0 160 438 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，令和2，3，4年度は見学の受入を中止

　　　水道の現状や課題について理解を深め，今後の水道事業の取組について協力を得るため，
　　「水道週間」を設け関係者が連携して広報活動等の運動を重点的に実施するものである。

　下水道について国民の理解と関心を深め，下水道の普及とその十分な活用を促進する目的
で毎年9月10日を「下水道の日」としているが，本市においてもこれにあわせ「旭川市下水
道月間」（昭和46年度～61年度までは促進週間）を設定し広報活動を実施している。

　　　水道局ホームページ（スマートフォン，外国語に対応）を開設し，断水や水質情報，給
　　水・排水装置，料金・使用料，上下水道事業の概要，経営と財政状況などを掲載している
　　ほか，旭川の上下水道をわかりやすく紹介した子供向けホームページにより情報提供
　　している。また，ホームページから水道・下水道管路閲覧サービスや上下水道の使用開始
　　・休止などのインターネット受付も行っている。

　　 　即時性や双方向性等のソーシャルメディアの特徴を活かした広報活動等の充実を図るた
　　 め，フェイスブックとＸ（旧ツイッター）の水道局公式アカウントを開設し，上下水道事
　　 業に関する様々な情報提供等を行っている。

　日常生活に欠かすことのできない水道・下水道についての理解を深め，その仕組みを学ん
でもらうため，市内の小学校，シニア大学及び百寿大学などへの出前授業を行っている。

令和元 2 3 4 5

　水道局の施設を見学し体験することで浄水・下水処理の仕組みを学んでもらうため，施設
を開放している。

令和元 2 3 4 5
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2 上下水道事業審議会

　　①　任　期　　　2年
　　②　施行日　　　平成31年4月1日
　　③　開催状況

6 2 5 0 5

13(1) 13(1) 15(3) 15(3) 13(1)

　水道事業等及び下水道事業の運営等に関する事項を審議する。

年度
区分

開催数

委員数

（　）は一般公募で内数

令和元 2 3 4 5
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3　給水・排水工事指定店制度

　(1) 工事指定店登録数

98社

66社

　(2) 工事指定店の要件

　　①　給水工事指定店

　　　ア　事業所に給水装置工事主任技術者を置いていること。
　　　イ　工事の施工に必要な機械・器具を有していること。
　　　ウ　承認を取消された指定店は，取消された日から2年経過していること。

　　②　排水工事指定店

　　　ア　建設業法第3条第1項の規定による管工事業の許可を受けていること。
　　　イ　旭川市水道事業給水条例第5条第1項に規定する給水工事指定店であること。
　　　ウ　北海道の区域に排水設備工事の事業を行う事業所を有していること。
　　　エ　事業所に排水設備工事責任技術者を置いていること。
　　　オ　工事の施工に必要な機械・器具を有していること。
　　　カ　承認を取消された指定店は，取消された日から2年経過していること。

4　給水装置，排水設備工事

　(1) 給水装置，排水設備工事件数調（簡易水道を含む）

新　設 1,586 1,675 1,871 1,341 1,257 

改　造 632 553 615 570 484 

臨　時 36 31 24 30 27 

合　計 2,254 2,259 2,510 1,941 1,768 

新　設 1,727 1,760 1,932 1,409 1,304 

改　造 447 386 396 364 241 

合　計 2,174 2,146 2,328 1,773 1,545 

　(2) 給水装置工事設計審査及び工事検査手数料

メーターの口径が40ミリメートル以上

メーターの口径が40ミリメートル未満

給水工事指定店

排水工事指定店

年度
工種

手 数 料

（メーター１個につき）

22,700円

14,500円

　改造工事 7,000円

　簡易な改造工事 2,000円

令和6年3月末現在

令和元 2 3 4 5

給
水
装
置

排
水
設
備

工事の内容

　新設工事

　指定店とは，給水装置工事及び排水設備工事を施行するにあたり，法令に基づ
き，旭川市水道事業管理者が指定した者をいう。
　指定店は，適正な工事を行う技術能力と市民の求める信用を保有していなけれ
ばならない。
　これは，給排水設備工事が適正でなければ，使用する市民の生活に直接影響を
及ぼすことがある等の理由によるものであり，指定店は，法令に定める事項につ
いて確実に履行する責務がある。
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5　下水道の普及促進

　(1) 排水設備の設置等

　(2) 水洗便所への改造義務等

　(3) 水洗便所改造及び排水設備改造資金の融資あっせん制度

　　①　あっせんを申し込める方

　　　イ　市税，下水道事業受益者負担金及び下水道事業受益者分担金を滞納していないこと。
　　　ウ　融資を受けようとする資金の償還について十分な支払能力を有すると認められる方。
　　　エ　未成年者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
　　　オ　確実な連帯保証人があること。

　　②　融資あっせん額及び返済方法

　　③　融資あっせん件数
年度 昭和42～

改造別 　平成29

水洗便所改造 46,139 3 4 5 2 0 

排水設備改造 5,269 1 0 0 0 1 

返済方法

月　額
（60回の場合）

回　数

水洗改造（排水改造含む） 43万円以内 7,200円

排　水　改　造 12万円以内 2,000円

　普及対策として，下水道の目的，役割，水洗化の効用等広く市民に理解を得ることを基本と
し，パンフレットの配布，個別訪問等を行うとともに，改造資金の援助措置や，市民サービス
の向上のため工事指定店の指導などを行って普及促進を図っている。

　公共下水道の整備の促進や目的の達成のために，下水道法第10条第1項では公共下水道排
水区域内での排水設備の設置を義務付けており，また，旭川市下水道条例施行規程第4条で
は，排水設備の設置期限を，公共下水道の供用開始の公示後6か月以内と規定している。

　下水道法第11条の3では，公共下水道処理区域内に設けられているくみ取り便所は，供用
開始の公示後3年以内に公共下水道に連結された水洗便所に改造することを義務付けてお
り，また，建築基準法第31条では，処理区域内で新築や改築等を行う建物の便所は水洗便所
でなければならないと規定している。

　公共下水道の利用促進を図るため，既設くみ取り便所の水洗化及び排水設備改造に必要な
資金の融資をあっせんする制度である。水洗便所改造資金については昭和42年度から，排水
設備改造資金については昭和52年度から実施し，下水道の早期利用の便宜を図っている。

　　　ア　公共下水道に接続可能な区域に住宅を所有する方又は住宅の所有者の同意を得た使用
　　　　者若しくは管理人で，旭川市のほか水道局が定めた市や町に住所があること。

改造別 あっせん額 利　息

60回以内
（毎月均等払い）

無利息

令和元 2 3 4 5
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